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国
際
財
政
学
会
第
七
五
回
年
次
大
会
に
参
加
し
て

山　

田　

直　

夫

一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
二
〇
一
九
年
八
月
二
一
日
か
ら
二
三
日
に

か
け
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
で
開
催
さ
れ
た

国
際
財
政
学
会
の
第
七
五
回
年
次
大
会
に
つ
い
て
報
告
を

行
う
。
国
際
財
政
学
会
（International Institute of 

Public Finance

：IIPF

）
は
一
九
三
七
年
に
パ
リ
に
お

い
て
設
立
さ
れ
た
財
政
学
・
公
共
経
済
学
に
関
す
る
国
際

学
会
で
あ
る
。
国
際
財
政
学
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジⅰ

に
よ
る

と
、
現
在
五
〇
を
超
え
る
国
々
に
約
七
五
〇
名
の
会
員
を

有
し
て
い
る
。
年
次
大
会
（A

nnual Congress

）
は
毎

年
八
月
に
開
催
さ
れ
、
講
演
（
プ
レ
ナ
リ
ー
）
や
個
別
研

究
報
告
が
行
わ
れ
る
ほ
か
に
、
デ
ィ
ナ
ー
な
ど
の
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。
今
大
会
の

主
催
校
は
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
・
ビ
ジ
ネ

ス
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
続
く
二
節
で

は
、
年
次
大
会
の
概
要
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
三
節
で

は
筆
者
が
興
味
深
く
感
じ
た
個
別
研
究
報
告
の
内
容
を
紹

介
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
個
別
研
究
報
告
の
内
容
は
多

岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
筆
者
の
関
心
は
企
業
課
税
を
含
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む
広
い
意
味
で
の
証
券
税
制
に
あ
る
の
で
、
紹
介
す
る
内

容
が
そ
う
し
た
税
制
に
関
す
る
研
究
に
偏
っ
て
し
ま
う
こ

と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
最
後
の
四
節
で
は
、

来
年
の
八
月
一
九
日
か
ら
二
一
日
に
か
け
て
ア
イ
ス
ラ
ン

ド
の
レ
イ
キ
ャ
ビ
ク
で
開
催
さ
れ
る
第
七
六
回
年
次
大
会

に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
い
。

二
、
第
七
五
回
年
次
大
会
の
概
要

　

年
次
大
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
概
要
は
図
表
１
の
と
お
り

で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
今
大
会
は
八
月
二
一
日
か
ら
二

三
日
の
三
日
間
に
渡
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
以
下
で
は
プ
レ

ナ
リ
ー
（
講
演
）、
個
別
研
究
報
告
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
分
け
て
説
明
し
て
い
く
。

⑴　

プ
レ
ナ
リ
ー
（P

lenary

）

　

図
表
１
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
今
大
会
で
は
二
一
日

写真１　会場に設置された看板

筆者撮影
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図表１　プログラムの概要

〔出所〕　国際財政学会資料より作成

August 21
Wednesday

August 22
Thursday

August 23
Friday

 8:00-17:30 
Registration / Info Desk

 8:00-16:00 
Registration /  Info Desk

 8:00-17:30 
Registration / Info Desk

Opening Ceremony Plenary III
Nathaniel Hendren

Working Group  
Sessions E 
（1.5 hours）

Plenary I
Rachel Griith

 
Working Group 

Sessions C 
（2 Hours）Working Group 

Sessions A  
（2 Hours）

 Working Group 
Sessions F   
（2 hours）

Lunch

LunchLunch

 

Working Group 
Sessions D
（1.5 hours）

Working Group 
Sessions G   
（2 hours）

Working Group 
Sessions B 
（2 Hours）

Excursion Plenary IV
Jonathan Portes

Plenary II
Stefanie Stantcheva

Closing CeremonyGeneral Assembly 
of Members

Welcome Reception Conference Dinner 

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-15:00

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00

19:00-19:30

19:30-20:00

20:00-20:30

20:30-21:00
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に
二
つ
、
二
二
日
に
一
つ
、
二
三
日
に
一
つ
、
合
計
四
つ

の
プ
レ
ナ
リ
ー
が
設
け
ら
れ
た
。
図
表
２
は
プ
レ
ナ
リ
ー

の
講
演
者
と
そ
の
論
題
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
プ
レ
ナ

リ
ー
で
は
共
通
の
テ
ー
マ
が
設
け
ら
れ
る
。
今
大
会
の

テ
ー
マ
は
、T

axation and M
obility

で
、
著
名
な
経

済
学
者
に
よ
る
興
味
深
い
講
演
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
各

プ
レ
ナ
リ
ー
と
も
最
後
に
質
疑
応
答
の
時
間
が
設
け
ら
れ

て
お
り
、
講
演
者
と
出
席
者
の
間
で
活
発
な
議
論
が
交
わ

さ
れ
た
。

⑵　

個
別
研
究
報
告
（W

orking G
roup Sessions

）

　

図
表
１
にW

orking Group Sessions

と
い
う
記
載

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
個
別
研
究
報
告
が
行
わ
れ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
個
別
研
究
報

告
は
大
会
期
間
中
す
べ
て
の
日
に
行
わ
れ
た
。
図
表
３
で

は
一
例
と
し
て
、
二
一
日
の
午
前
一
一
時
か
ら
午
後
一
時

に
か
け
て
行
わ
れ
たW

orking Group Sessions A

に

図表２　プレナリーの講演者と論題

講演者 論題
Plenary Ⅰ Rachel Griffith

（University of Manchester 
and IFS）

The Distributional and Corrective 
Implications of Sin Taxes

Plenary Ⅱ Stefanie Stantcheva
（Harvard University）

Taxation and Innovation

Plenary Ⅲ Nathaniel Hendren
（Harvard University）

Social Mobility and Investments in 
Children

Plenary Ⅳ Jonathan Portes
（King’s College London）

Brexit and the UK Economy

〔出所〕　国際財政学会資料より作成
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お
け
る
各
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
タ
イ
ト
ル
を
列
挙
し
、
あ
わ
せ

て
個
別
研
究
報
告
の
本
数
も
掲
載
し
て
い
る
。
各
セ
ッ

シ
ョ
ン
に
は
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
タ
イ

ト
ル
に
関
連
す
る
数
本
の
個
別
研
究
報
告
が
行
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
よ
っ
て
図
表
３
は
、W

orking Group Ses�
Ses�

sions A

で
は
一
六
会
場
で
合
計
六
三
本
の
個
別
研
究
報

告
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

図
表
４
は
、
図
表
３
に
あ
るA

08

：Corporate 

taxation I�T
heory

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
セ
ッ
シ
ョ
ン

で
個
別
研
究
報
告
を
行
っ
た
研
究
者
と
そ
の
論
題
を
示
し

て
い
る
。
す
べ
て
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
タ
イ
ト
ル
お
よ
び
個

別
研
究
報
告
の
論
題
、
さ
ら
に
報
告
論
文
は
年
次
大
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジⅱ

か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
も
と
に
筆
者
が
調
べ
た
限
り
で
は
、
企
画
セ
ッ
シ
ョ

ン
も
含
め
て
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
総
数
は
一
〇
六
、
個
別
研
究

報
告
の
本
数
は
三
七
八
で
あ
っ
た
。
前
回
の
セ
ッ
シ
ョ
ン

の
総
数
は
一
〇
一
、
個
別
研
究
報
告
の
本
数
は
三
六
三
で

図表３　セッションの一例（Working Group Sessions A）
セッションのタイトル 報告の本数

A01 Optimal taxationⅠ- Invited session 4
A02 Optimal taxation Ⅱ - Indirect and corrective taxation 4
A03 Health economicsⅠ 4
A04 LaborⅠ- Empirical labor economics 4
A05 MacroⅠ- Interest rates and debt 4
A06 Fiscal federalismⅠ- Political economyⅠ 3
A07 Labor Ⅱ - Methods and measurement 4
A08 Corporate taxationⅠ- Theory 4
A09 Corporate taxation Ⅱ - Income shifting 4
A10 Political economyⅠ- Theoretical political economy 4
A11 Political economyⅡ- Mobility and competition 4
A12 Networks and social interactions 4
A13 Property taxation 4
A14 Simulation 4
A15 Pensions and ageingⅠ 4
A16 Social insuranceⅠ 4

〔出所〕　国際財政学会資料より作成
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あ
っ
た
の
で
昨
年
よ
り
増
加
し
て
い
る
。
個
別
研
究
報
告

で
は
税
制
、
公
債
、
社
会
保
障
、
地
方
財
政
、
財
政
政
策

と
い
っ
た
伝
統
的
な
財
政
学
・
公
共
経
済
学
の
分
野
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
行
動
経
済
学
な
ど
最
新
の
分
野
に
つ
い

て
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
も
設
け
ら
れ
、
活
発
か
つ
建
設
的
な
議

論
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
最
適
課
税
に
関
す
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
一
〇
、
法
人
税

に
関
す
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
一
五
も
あ
り
、
税
制
に
関
す
る

セ
ッ
シ
ョ
ン
が
多
い
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
。

　

筆
者
は
、
法
人
税
な
ど
の
企
業
課
税
に
関
す
る
個
別
研

究
報
告
や
カ
ナ
ダ
の
非
課
税
口
座
に
関
す
る
個
別
研
究
報

告
な
ど
を
興
味
深
く
聞
い
た
。
次
の
三
節
で
は
筆
者
が
聞

い
た
個
別
研
究
報
告
の
中
か
ら
、
ベ
ル
ギ
ー
を
対
象
に
Ａ

Ｇ
Ｉ
と
呼
ば
れ
る
企
業
課
税
に
つ
い
て
分
析
し
た
研
究
を

紹
介
す
る
。

図表４　個別研究報告の一例
A08: Corporate taxationⅠ- Theory

報告者 論題
Wolfram F. Richter

TU Dortmund University, Germany

Aligning Profit Taxation With Value Cre-
ation

Hirofumi Okoshi

University of Munich, Germany

Endogenous Product Differentiation and 
Profit Shifting

Regina Ortmann1

Dirk Schindler2

1　University of Paderborn, Germany
2 　Norwegian School  of  Economics , 

Norway

Income Shifting and Management Incen-
tives

James R Hines Jr.1
Michael Keen2

1 　University of Michigan, United States of 
America

2　International Monetary Fund

Certain Effects of Uncertain Taxes

（注）　下線は当日の報告者を表している。
〔出所〕　国際財政学会資料より作成
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⑶　

ソ
ー
シ
ャ
ル・プ
ロ
グ
ラ
ム
（Social P

rogram

）

　

年
次
大
会
の
中
心
は
も
ち
ろ
ん
プ
レ
ナ
リ
ー
や
個
別
研

究
報
告
で
あ
る
が
、
大
会
期
間
中
は
様
々
な
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
参
加
者
が
親
交

を
深
め
る
貴
重
な
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
二
一
日
の
夜
に

は
ウ
ェ
ル
カ
ム
・
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
、
二
三
日
の
夜
に
は

デ
ィ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
二
日
の
夕
方
は
エ

ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
お
り
、
ケ
ル
ビ
ン
グ
ロ
ー
ブ

美
術
館
・
博
物
館
の
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
な
ど
三
つ
の
オ
プ

シ
ョ
ン
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。

三
、
個
別
研
究
報
告
の
紹
介

　

こ
こ
で
は
、
筆
者
が
聞
い
た
個
別
研
究
報
告
の
中
か

ら
、Corporate taxation V

II�Em
pirical corporate 

taxation II

と
い
う
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
行
わ
れ
た
Ａ
Ｇ
Ｉ
と

い
う
税
制
に
関
す
る
研
究
報
告
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
こ

の
研
究
は
ベ
ル
ギ
ー
の
ゲ
ン
ト
大
学
のPieter Buyl

氏

とA
nnelies Roggem

an

氏
の
共
同
研
究
で
、
タ
イ
ト

ル
は
、A

n Ex�A
nte A

ssessm
ent of the Im

pact of 

A
G

I: F
irm

�Level E
vidence F

rom
 B

elgian T
ax 

Return D
ata

で
あ
る
。

　

こ
の
研
究
の
主
な
目
的
は
、
ベ
ル
ギ
ー
で
導
入
さ
れ
て

い
る
Ａ
Ｃ
Ｅ
と
呼
ば
れ
る
税
制
を
廃
止
し
て
そ
の
代
わ
り

に
Ａ
Ｇ
Ｉ
を
導
入
し
た
と
想
定
し
て
、
そ
の
場
合
に
ど
の

よ
う
な
影
響
が
発
生
す
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
税
収
や
企
業
の
実
効
税
率

（
税
負
担
の
税
引
前
利
益
に
対
す
る
比
率
）
に
対
す
る
影

響
を
分
析
し
て
い
る
。

　

主
な
分
析
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
税
収
に
つ

い
て
は
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
を
廃
止
し
て
そ
の
代
わ
り
に
Ａ
Ｇ
Ｉ
を

導
入
す
る
と
、
現
行
税
制
お
よ
び
単
に
Ａ
Ｃ
Ｅ
を
廃
止
し

た
と
き
よ
り
税
収
が
増
加
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
単
に

Ａ
Ｃ
Ｅ
を
廃
止
し
た
と
き
よ
り
税
収
が
増
加
す
る
と
い
う



50―　　―

証券レビュー　第59巻第10号

の
は
直
観
に
反
す
る
結
果
で
あ
り
、
大
変
興
味
深
い
。
一

方
、
実
効
税
率
に
つ
い
て
は
、「
Ａ
Ｃ
Ｅ
よ
り
も
Ａ
Ｇ
Ｉ

シ
ス
テ
ム
の
方
が
よ
り
高
い
実
効
税
率
に
な
る
確
率
」
を

中
小
企
業
と
大
企
業
で
比
較
す
る
と
、
大
企
業
の
方
が
高

い
と
い
う
結
果
が
導
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
自
己
資
本
比
率

の
水
準
が
高
い
企
業
ほ
ど
「
Ａ
Ｃ
Ｅ
よ
り
も
Ａ
Ｇ
Ｉ
シ
ス

テ
ム
の
方
が
よ
り
高
い
実
効
税
率
に
な
る
確
率
」
が
上
昇

す
る
が
、
そ
の
傾
向
は
中
小
企
業
よ
り
も
大
企
業
に
強
く

見
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
つ
ま
り
Ａ
Ｃ
Ｅ
が

Ａ
Ｇ
Ｉ
に
置
き
換
わ
る
こ
と
に
よ
る
税
負
担
増
加
の
効
果

は
、
中
小
企
業
よ
り
も
大
企
業
に
強
く
現
れ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。

　

以
下
で
は
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
と
Ａ
Ｇ
Ｉ
の
概
要
を
説
明
し
、
主

な
分
析
内
容
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
紹
介
す
る
。

⑴　

ベ
ル
ギ
ー
の
Ａ
Ｃ
Ｅ

　

イ
ギ
リ
ス
の
研
究
機
関
のInstitute for Fiscal 

Studies

が
一
九
九
一
年
に
Ａ
Ｃ
Ｅ
（A

llow
ance for 

Corporate Equity

）
と
い
う
税
制
を
提
案
し
た
。
こ
れ

は
税
制
上
の
自
己
資
本
に
み
な
し
利
子
率
を
乗
じ
た
額
を

株
式
の
機
会
費
用
と
し
て
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
控

除
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
税
制
は
い
く
つ
か
の

国
で
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
仕
組
み
は
国
に
よ
っ
て

多
少
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
研
究
の
分
析
対
象
は
二
〇
一

三
課
税
年
度
の
ベ
ル
ギ
ー
で
あ
る
が
、
当
時
の
ベ
ル
ギ
ー

はInstitute for Fiscal Studies

の
提
案
に
忠
実
に
税

制
上
の
自
己
資
本
の
一
定
割
合
を
控
除
す
る
仕
組
み
を
採

用
し
て
い
た
。

⑵　

Ａ
Ｇ
Ｉ
の
提
案

　

Ａ
Ｇ
Ｉ
と
は
二
〇
一
六
年
に
欧
州
委
員
会
か
ら
提
案
さ

れ
た
税
制
で
あ
る
。
欧
州
委
員
会
は
二
〇
一
一
年
に
Ｅ
Ｕ

加
盟
国
の
法
人
課
税
ル
ー
ル
の
共
通
化
を
目
指
し
て
Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｔ
Ｂ
（Com

m
on Consolidated Corporate T

ax 
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）
と
い
う
制
度
を
提
案
し
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ

ス
な
ど
の
反
発
に
よ
り
、
こ
の
提
案
は
事
実
上
た
な
ざ
ら

し
に
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
二
〇
一
六
年
に
再
検
討
さ

れ
、
Ａ
Ｇ
Ｉ
を
含
む
新
た
な
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
が
提
案
さ
れ

た
。
Ａ
Ｇ
Ｉ
の
仕
組
み
は
税
制
上
の
自
己
資
本
（A
GI 

equity base

）
の
増
加
分
に
み
な
し
利
子
率
を
乗
じ
た

額
を
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
控
除
す
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル

ギ
ー
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
が
税
制
上
の
自
己
資
本
を
基
に
し
て
い
る

の
に
対
し
て
、
Ａ
Ｇ
Ｉ
は
税
制
上
の
自
己
資
本
の
増
加
分

4

4

4

を
基
に
し
て
い
る
。

⑶　

デ
ー
タ
と
税
収
へ
の
効
果

　

分
析
に
用
い
ら
れ
て
い
る
デ
ー
タ
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
二

〇
一
三
課
税
年
度
の
法
人
税
申
告
書
の
デ
ー
タ
と
ビ
ュ
ー

ロ
ー
・
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
社
（Bureau van D

ijk

）
の

Bel�first

で
あ
る
。Bel�first

は
ベ
ル
ギ
ー
企
業
と
ル
ク

セ
ン
ブ
ル
グ
企
業
を
対
象
と
し
た
企
業
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
で
あ
る
。
年
次
決
算
書
を
提
出
す
る
義
務
の
な
い
企
業

や
会
計
上
の
損
失
が
あ
る
企
業
な
ど
を
除
外
し
、
サ
ン
プ

ル
は
二
三
三
〇
八
社
か
ら
一
〇
三
二
一
社
に
絞
り
込
ま
れ

て
い
る
。
ベ
ル
ギ
ー
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
に
関
す
る
他
の
多
く
の
研

究
で
は
財
務
諸
表
の
デ
ー
タ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
財
務

諸
表
の
デ
ー
タ
で
は
各
企
業
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
に
関
す
る
正
確
な

情
報
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
。
ま
た
中
小
企
業
の
財
務
諸

表
は
大
企
業
の
も
の
よ
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
中

小
企
業
に
関
す
る
正
確
な
デ
ー
タ
を
得
る
の
は
よ
り
困
難

で
あ
る
。
こ
の
研
究
で
は
法
人
税
申
告
書
の
デ
ー
タ
を
用

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
課
題
を
克
服
し
て
い

る
。
さ
ら
に
法
人
税
申
告
書
の
デ
ー
タ
を
用
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
Ａ
Ｇ
Ｉ
を
導
入
し
た
場
合
の
課
税
ベ
ー
ス
を
正

確
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
人
税

申
告
書
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
研
究
の

大
き
な
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
研
究
で
は
分
析
対
象
の
デ
ー
タ
を
集
計
し
て
税
収
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に
関
す
る
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
分
析
は
想
定
を
変
え
て

い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
図
表

５
は
そ
の
中
で
最
も
税
収
の
変
化
が
大
き
か
っ
た
ケ
ー
ス

の
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
分
析
に
よ
る
と
、
二

〇
一
三
課
税
年
度
に
分
析
対
象
の
一
〇
三
二
一
社
は
約
四

二
・
九
億
ユ
ー
ロ
の
法
人
税
を
負
担
し
て
い
る
。
仮
に
現

行
税
制
か
ら
Ａ
Ｃ
Ｅ
を
廃
止
し
た
場
合
、
課
税
ベ
ー
ス
が

拡
大
す
る
の
で
税
率
が
不
変
で
あ
れ
ば
税
収
は
約
六
九
・

一
億
ユ
ー
ロ
に
な
り
、
割
合
に
し
て
六
一
・
一
二
％
増
加

す
る
。
ま
た
、
法
人
税
収
を
不
変
（
現
状
の
四
二
・
九
億

ユ
ー
ロ
）、
課
税
ベ
ー
ス
を
Ａ
Ｃ
Ｅ
を
廃
止
し
た
場
合
の

課
税
ベ
ー
ス
と
す
る
と
、
法
人
税
率
は
二
一
・
〇
八
％
と

な
り
、
現
行
の
三
三
・
九
九
％
か
ら
一
二
・
九
一
％
ポ
イ

ン
ト
減
少
す
る
。
こ
こ
か
ら
Ａ
Ｃ
Ｅ
が
税
収
に
対
し
て
大

き
な
影
響
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
現

行
税
制
か
ら
Ａ
Ｃ
Ｅ
を
廃
止
し
て
代
わ
り
に
Ａ
Ｇ
Ｉ
を
導

入
し
た
場
合
の
税
収
を
計
算
す
る
と
約
七
五
・
三
億
ユ
ー

図表５　税収の効果

現行税制 ACE の廃止 AGI の導入
（ACE は廃止）

税額（億ユーロ） 42.9 69.1 75.3
税収の変化率（％） － 61.12 75.66
税率（％） 33.99 21.08 19.34

（注） 　税率は「現行税制」については法定税率、その他は「現行税制」の税額を確保するのに必要
な税率を表している。

〔出所〕　Buyl and Roggeman（2019）より作成



53―　　―

国際財政学会第七五回年次大会に参加して

ロ
と
な
り
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
を
廃
止
し
た
場
合
よ
り
も
さ
ら
に
税

収
が
増
加
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
要
因
と

し
て
、
報
告
論
文
で
は
二
〇
一
三
課
税
年
度
の
税
制
上
の

自
己
資
本
の
変
化
が
平
均
的
に
み
て
増
加
で
は
な
く
減
少

で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
課
税
ベ
ー
ス
が
拡
大
し
た
こ
と
を

挙
げ
て
い
る
。
税
収
は
現
状
か
ら
七
五
・
六
六
％
増
加

し
、
法
人
税
収
が
現
状
か
ら
変
わ
ら
な
い
と
す
れ
ば
税
率

は
わ
ず
か
一
九
・
三
四
％
で
よ
い
こ
と
に
な
る
。
通
常
、

ベ
ル
ギ
ー
型
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
と
Ａ
Ｇ
Ｉ
を
比
較
す
る
と
Ａ
Ｃ
Ｅ

の
方
が
控
除
額
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
Ａ

Ｃ
Ｅ
廃
止
よ
り
も
Ａ
Ｃ
Ｅ
を
廃
止
し
て
Ａ
Ｇ
Ｉ
を
導
入
し

た
と
き
の
方
が
税
収
が
多
い
こ
と
は
筆
者
に
と
っ
て
大
変

興
味
深
く
、
同
時
に
驚
き
で
あ
っ
た
。

⑷　

仮
説

　

ベ
ル
ギ
ー
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
に
関
す
る
先
行
研
究
に
よ
り
、
Ａ

Ｃ
Ｅ
は
企
業
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
を
低
下
さ
せ
る
、
言
い
換
え

れ
ば
自
己
資
本
比
率
を
増
加
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
い
う

こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
企
業
は
Ａ
Ｃ
Ｅ
か
ら

最
大
限
の
恩
恵
を
受
け
よ
う
と
し
て
資
本
構
成
を
最
適
化

さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
Ａ
Ｃ
Ｅ
は

税
制
上
の
自
己
資
本
を
、
Ａ
Ｇ
Ｉ
は
税
制
上
の
自
己
資
本

の
増
加
分
を
基
に
し
て
い
る
の
で
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
下
で
最
適

な
資
本
構
成
は
Ａ
Ｇ
Ｉ
の
下
で
最
適
と
は
限
ら
な
いⅲ

。
つ

ま
り
Ａ
Ｃ
Ｅ
を
廃
止
し
て
Ａ
Ｇ
Ｉ
を
導
入
し
た
場
合
、
資

本
構
成
が
そ
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
企
業
は
よ
り
多
く
の
税
負

担
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
実
効
税
率
が
高
く
な
る
。
ま
た

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
大
企
業
と
中
小
企
業
を
比
較
し
た

場
合
、
大
企
業
の
方
が
よ
り
積
極
的
に
Ａ
Ｃ
Ｅ
に
反
応
し

て
資
本
構
成
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
研
究
で

は
以
下
の
三
つ
の
仮
説
を
立
て
て
、
そ
れ
を
検
証
し
て
い

る
。

仮
説
１　

自
己
資
本
比
率
と
「
Ａ
Ｃ
Ｅ
よ
り
も
Ａ
Ｇ
Ｉ
シ
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ス
テ
ム
の
方
が
よ
り
高
い
実
効
税
率
に
な
る
確
率
」
に
は

正
の
関
係
が
あ
る
。

仮
説
２
ａ　
「
Ａ
Ｃ
Ｅ
よ
り
も
Ａ
Ｇ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
の
方
が

よ
り
高
い
実
効
税
率
に
な
る
確
率
」
は
中
小
企
業
よ
り
も

大
企
業
の
方
が
高
い
。

仮
説
２
ｂ　

仮
説
１
の
関
係
は
中
小
企
業
よ
り
も
大
企
業

に
強
く
見
ら
れ
る
。

⑸　

分
析

　

こ
の
研
究
で
は
、
上
記
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
プ

ロ
ビ
ッ
ト
回
帰
に
よ
る
分
析
を
行
い
、
係
数
だ
け
で
な
く

限
界
効
果
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
被
説
明
変
数
は
Ａ
Ｃ

Ｅ
を
廃
止
し
て
Ａ
Ｇ
Ｉ
を
導
入
し
た
と
き
に
実
効
税
率
が

上
昇
す
る
企
業
を
一
、
そ
れ
以
外
の
企
業
を
ゼ
ロ
と
す
る

ダ
ミ
ー
変
数
で
あ
る
。
説
明
変
数
と
し
て
は
、
自
己
資
本

比
率
、
大
企
業
を
一
、
そ
れ
以
外
の
企
業
を
ゼ
ロ
と
す
る

ダ
ミ
ー
変
数
（
以
下
、
大
企
業
ダ
ミ
ー
）、
自
己
資
本
比

率
と
大
企
業
ダ
ミ
ー
の
交
差
項
、
そ
の
他
に
は
自
己
資
本

の
成
長
率
に
関
す
る
変
数
な
ど
で
あ
る
。
自
己
資
本
比
率

の
係
数
が
プ
ラ
ス
で
有
意
で
あ
れ
ば
、
仮
説
１
が
正
し
い

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
大
企
業
ダ
ミ
ー
の
係

数
が
プ
ラ
ス
で
有
意
で
あ
れ
ば
仮
説
２
ａ
が
、
自
己
資
本

比
率
と
大
企
業
ダ
ミ
ー
の
交
差
項
が
プ
ラ
ス
で
有
意
で
あ

れ
ば
仮
説
２
ｂ
が
正
し
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

分
析
の
結
果
、
係
数
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
説
を
支
持
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。（
平
均
）
限
界
効
果
を
見
る
と
、
自
己

資
本
比
率
が
一
％
ポ
イ
ン
ト
上
昇
す
る
と
「
Ａ
Ｃ
Ｅ
よ
り

も
Ａ
Ｇ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
の
方
が
よ
り
高
い
実
効
税
率
に
な
る

確
率
」
は
、
中
小
企
業
は
約
三
四
％
ポ
イ
ン
ト
、
大
企
業

は
約
四
〇
％
ポ
イ
ン
ト
上
昇
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ま
た
、
大
企
業
と
中
小
企
業
を
比
較
す
る
と
「
Ａ
Ｃ

Ｅ
よ
り
も
Ａ
Ｇ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
の
方
が
よ
り
高
い
実
効
税
率
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に
な
る
確
率
」
は
大
企
業
の
方
が
四
・
二
％
ポ
イ
ン
ト
高

い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

四
、
第
七
六
回
年
次
大
会
に
つ
い
て

　

次
回
の
第
七
六
回
年
次
大
会
は
、
二
〇
二
〇
年
八
月
一

九
日
か
ら
二
一
日
に
か
け
て
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
レ
イ
キ
ャ

ビ
ク
で
開
催
さ
れ
る
。
テ
ー
マ
は
、「
財
政
、
天
然
資

源
、
気
候
変
動
（Public Finance, N

atural Resourc�
Resourc�

es, and Clim
ate Change

）」
で
あ
る
。
国
際
財
政
学

会
の
年
次
大
会
で
は
財
政
学
・
公
共
経
済
学
に
関
す
る
非

常
に
幅
広
い
分
野
に
つ
い
て
個
別
研
究
報
告
が
行
わ
れ
て

い
る
の
で
、
資
本
市
場
に
関
わ
り
の
あ
る
個
別
研
究
報
告

も
少
な
く
な
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は
ま
だ
公
表
さ
れ
て
い

な
い
が
、
次
回
も
資
本
市
場
に
関
連
す
る
分
野
に
つ
い
て

の
最
新
の
研
究
成
果
が
報
告
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。  

（
注
）

ⅰ　

https://w
w

w
.iipf.org/index.htm

ⅱ　

https://w
w

w
.conftool.org/iipf2019/sessions.php

ⅲ　

Ａ
Ｃ
Ｅ
の
下
で
最
適
な
自
己
資
本
比
率
は
Ａ
Ｇ
Ｉ
の
下
で
は
高
す

ぎ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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